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備北圏域障害者就業支援シンポジウムの 

記録をお届けするにあたって 

 

平成２３年１０月２０日 

備北圏域障害者総合就業・生活支援センター 

センター長 谷口光治 

 

初めての企画で開催しました障害者就業支援シンポジウムには１００名もの

多くの皆様方がご参加してくださり、また福祉作業所の皆さんによる展示即売

も行われて賑やかなうちに有意義な時間を共有することができました。心より

お礼申し上げます。 

私たちは今回のシンポジウムを振り返る中で、テープ起こしの作業をしてい

ました。公開講座の佐々木先生のお話、会場の皆さんからのご意見や想い、そ

して５名のシンポジストの皆さんからのご発言を改めてお聴きしていくうちに、

私たちがこれまで知ることのなかったことや多くの貴重な実践の中に、学ぶこ

とを多く見つけることができました。この圏域においては障害者雇用はあまり

進んでいませんが、「障害者が働くことの意味」を考えさせられる内容であっ

たと思います。 

障害のある人、高齢の人、子育てに悩んでいる人など、さまざまな理由でそ

れゆえに生きづらさを抱えている方々を地域で受け止めて、この地域の共通の

解決すべき課題として取り組んでいくことは、従来の福祉の枠組みを超えた「ま

ちづくり」のなかで発展していることを可部の取り組みから学びました。 

 このシンポジウムの記録はそういう意味で、障害のある人やご家族の方はも

ちろんですが、多くの市民の方に読んでいただくことを願って発行することに

いたしました。 

今回のシンポジウムが三次市、庄原市のご後援をはじめ多くの関係者の皆さ

まのご支援によって意義ある催になりましたことをお礼申し上げまして、ささ

やかな冊子ではありますが皆様方にお届けいたします。 

 

 

 

尚この記録は備北圏域障害者総合就業・生活支援センターのホームページ[下記]から 

ダウンロードできます。ホームページ： http://care-net.biz/34/bihoku-c/ 
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主催者挨拶 

一般社団法人備北地域生活支援協会 

理事長 熊原 保 

皆さんこんにちは！ 

先ほど司会の方が言われていますが、本日このようにかくも多くの方々にご参集してい

ただけるとは思っていませんでした。一般社団法人備北地域生活支援協会、これを言うだ

けで私はドキドキするくらい長い名前でございます。その名前ができたのが、昨年の２月

１日でございます。その後４月１日から備北圏域障害者総合就業・生活支援センターがス

タートしています。これも長い名前でありますが、今回の催しは、この就業支援センター

が三次市障害者支援センターと一緒になって、この企画を進めて参りましてこうして多く

の皆さん方のご協力をいただくことができました。 

そういうことから言いますと、この備北圏域の中で、障害を持たれた方々が働いて、ア

フターサービスを共にするなかで、安心と安全をベースにしながら,安定した収入の場所を

つくって、時々安楽の日を過ごせるように、最終的には、誇りをもてる生活ができるよう

な願いをこめて、今回こういう催し物をもつに至ったわけです。 

まだ日にちはそう経っていませんけども、１２月からは、国の事業としてできそうな気

配でございます。障害を持たれた方に働く場所をお世話させていただくという思いを持っ

て努力しても三次・庄原エリアでは、国の示す数字までは行かないだろうということで、

一般社団を立ち上げて、共にやっていこうということになったわけです。 

その当時は、なかなか難しいだろうということで、消極的ではありましたが、予想以上

に数字が上がりまして、１２月には、新しい形で組織を変えさせていただくことになるの

ではと思っています。 

今、日本の中でもそうかもわかりませんが、この催し物は言葉を変えると、新しい公共

といった方がいいかもしれません。これは鳩山さんがおっしゃられた言葉をお借りしてい

ますが、もう一つの公共として、この事業をさせていただいている、このことに誇りを持

っています。それからいうと、今日ご参集の皆様方にも興味を持っていただいて、これか

らどうしていけばいいのか、など悩みがございましたら、パンフレットの２団体ならびに、

本日おいでくださっている多くの関係機関の皆さまにお声をかけていただければと思いま

す。今日ご来賓で来ていただいています広島県の角田様、県レベルでいうと、庄原特別支

援学校の校長先生も来られています。また三次市、庄原市の福祉のトップの方も見えてい

ます。すべての方々のご紹介はできませんがお互いに、働くところだけのサービスではな

くて、生活のサービスを含めてやっていくことで、手が組み始められている状況です。 

それからいいますと、この日が、一つの新しい、働く喜びがみつけられ、この備北地域

で生きて全うできるような、よかったと、１００点ではありませんが、近づけるような一

日になってくれればいいなと思っています。いつまでたっても未完成でございます。満点

は無いと思っています。しかし、未完成だからこそお互い手と手を取り合って、この運動
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が、一歩でも、一段でも高いレベルになっていくことを祈念いたしまして、主催者として

の挨拶とさせていただきます。とりとめのない挨拶になりましたが、どうかお元気で前向

きに、この時がすごせますように、感謝の言葉を添えて、開会の挨拶とさせていただきま

す。今日はありがとうございます。（拍手） 
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ご来賓挨拶 

広島県障害者支援課 自立支援グループ主幹 角田寛治様 

 

みなさんこんにちは！ 

広島県障害者支援課自立支援グループで主幹を務めています角田と申します。本日は本来

であれば、障害者支援課長の井上がご挨拶させていただく予定にさせて頂いていたところ

ですが、所要がございましたので、私の方で課長からの挨拶を代読させていただきます。 

本日は備北圏域障害者就業支援シンポジウムが盛大に開会されるにあたりまして、ひと

言ご挨拶を申しあげます。皆様には平素から障害者施策の推進につきまして、多大なご協

力をいただいており、この場をお借りしまして厚く御礼申しあげます。 

ご承知のように、障害者施策については、現在大きな改革期にあり、国に設置されてい

ます障がい者制度改革推進本部において、抜本的な改革に向けての検討が進められている

ところでございます。 

この中で、現在の障害者自立支援法でございますが、これに代わります新しい法律、仮

称でございますが、障害者総合福祉法、こちらの制定に向けて障がい者制度改革推進会議

の下に設置されました総合福祉部会によって、８月３０日新法の骨格が提案されました。 

それによりますと、障害のある方の就労支援の仕組みとして、障害者が必要な支援を受

けながら働く場として、障害者就労センターといったものを、また、作業活動等の多様な

社会活動を行う場としてのアクティビティセンターを設置されることとされています。と

いうことで、障害者の就労については障害者就労センターとアクティビティセンターの二

つに区分されて展開されていくと提言されているところでございます。 

また障害者就労センターに就労いたします障害者には、労働実態にあわせて、労働法を

適用していくということになっています。最低賃金の確保とともに、一般就労を目指す場

合には、一般就労への移行支援、あるいは移行後のフォローアップ。こういったことを積

極的に行うことなどが提言されているところであります。 

このように障害者を取り巻く制度が大きく変わろうとしている中、県では備北圏域にお

ける障害のある方々の就労活動をより広く支援するために、障害者就業・生活支援センタ

ーのプレセンターを設置しているところであります。 

このプレセンターにつきましては、今年１２月には本センター化することを視野にいれ

ておりまして、その果たす役割は今後ますます大きくなるものと思っているところでござ

います。 

どうか皆様方には、引き続き多方面からのご協力をお願いしたいと考えております。最

後になりますが、このシンポジウムが実り大きい場になりますことを祈念いたしまして、

簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い致しま

す。（拍手） 
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ご来賓挨拶 

三次市福祉保健部 部長 森田和利様 

皆様こんにちは！ 

ただいま紹介していただきました増田三次市長ですが、本来ならばここへ出席をさせて

いただいてご挨拶させていただくのが本筋でございますが、あいにく公務で差し支えまし

たので、私、三次市の福祉保健部長の森田でございますが、かわって地元の開催地を代表

いたしまして、お礼なり、歓迎のご挨拶をさせていただきます。 

本日の＝働く喜び見つけられるまち＝というテーマで備北圏域障害者就労支援シンポジ

ウムが開催されるにあたりまして、まずこのシンポジウムを開催していただきました、備

北圏域障害者総合就業・生活支援センターは、昨年４月に設立していただき早１年と半年

がたちました。この間、障害のある方への就業と生活支援が確実に前進して成果を上げて

いただいておりますことに心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

さて、障害がある方の経済的基盤の確立、そして自立した社会生活の実現のためには安

定した就労の確保が何よりも重要なことだと思っています。本市におきましても平成１８

年に障害者自立支援法が施行されましたが、それを機に三次市では障害者支援センターを

設立いたしました。その中で、特にこれまでなかなか相談業務がなかった就労支援を含め

た相談業務を発足していますけれども、そうは言いましても就労の相談は三次市単独では

なかなか難しい現状がありました。 

そういった時期にこのプレセンターが備北圏域に設立されたということで、本当にそれ

以降こうした本格的な相談業務が障害者の生活相談と合わせてできるようになったという

ことで大変心強く感じているところでございます。 

三次市の障害者施策につきましても、これから第３期になります。現在、障害福祉計画

でいろいろな分野についての障害者サービスや支援についての計画を策定中でございます。

今後ともこうした当事者の皆さまの現状把握や意見をうかがい、充分に皆さんのニーズを

受け止めながら、働くことを通して生きいきと地域で暮らせるまちづくりをしていきたい

と思っておりますところであります。また三次市では、障害のある方の就労支援につきま

しては、障害者自立支援協議会、あるいは、関係機関、事業所を中心とした自立支援ネッ

トワーク連絡会議がありまして、その中で、地域の課題あるいは就労支援についても推進

しているところであります。 

今後一層こうした備北圏域障害者総合就業・生活支援センターとの協働をとりながら障害

のある方に一般就労、福祉就労を拡大する目標に向かって連携を深めてまいりたいと思い

ます。 

終わりになりますけれども、本日の研修会が、皆様方の活動に有意義で其々の方に今後

の取り組みのヒントになるような成果多い研修になりますことを祈念いたしましてはなは

だ簡単ではございますが、日頃のお礼を含めて御挨拶とさせていただきます。（拍手） 
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公開講座『福祉はまちづくり～障害者が暮らし働ける地域をめざして』 

  講師 ＮＰＯ法人ウイング理事（広島国際学院大学教授）佐々木哲二郎氏 

 

 

ただいまご紹介いただきました佐々木で

す。「ＮＰＯ法人ウイングかべ」というと

ころで、理事と事務局長という役目をさせ

ていただいています。今日は備北圏域障害

者就業支援シンポジウムにお招きいただき

ましてありがとうございます。資料を拝見

いたしますと、備北地区で６つの法人と関

係する行政の方々との連携のもとで一般社

団法人というネットワークをつくられてい

るという大変先進的な取り組みで、ご努力

されていることに敬意を表したいと思いま

す。 

私のところは、広島市安佐北区にありま

す可部という狭い地域なのですが、そこで

の拙い経験ではありますがお話させていた

だいて、障害者が働くということ、あるい

は地域で生活するということについて一緒

に考えさせていただければと思います。 

ＮＰＯ法人ウイングかべの前身は、精神

障害者の共同作業所ですが、今年で丁度２

０年経ちました。今月の４日に、たくさん

の方に集まっていただいて２０周年記念の

記念行事をしたところです。財政的にもい

ろんな意味でも基盤が弱い取り組みではあ

りますが、うちのＮＰＯ法人が精神障害者

を対象にしているということで、最初に尐

し精神障害者の状況をお話します。 

皆さんもご存知のように、精神疾患の医

療機関受診者は非常に増えており、国の発

表では、３２３万人という実態があります。

この数字は、「４大疾患」といわれている

糖尿病やガンなどよりも多く、改めて「５

大疾病」として位置づけをしたうえで、国

民が取り組むべき疾病としています。その

中で、特に多いのが、「うつ」を中心にし

た気分障害です。その一方で、精神障害と

いわれている人たちの歴史なり現状は過酷

なものがあったし、現在も続いています。

丁寧にはお話できませんが、歴史上そうい

った過去があり、それが今もって、精神病

の社会的入院者が諸外国に比べて非常に多

いという実態については皆さんもご存じだ

と思います。諸外国が、１９７０年代から、

１９８０年代にかけて、精神病床や障害者

の入所施設を削減する、あるいは無くする

方向にあったにもかかわらず、日本では精

神科病院を減らさないという精神保健福祉

行政の姿勢があったということですね。精

神障害のある人は、ずっと医療の対象とし

て位置づけられ、福祉の対象になったのは

１９９５年の法改正であり、ごく最近の政

策転換ということになります。 

そういったことが、精神障害の就業数が

非常に尐ないという実態にも現れておりま

すし、障害者自立支援法で３障害が統合さ

れるという中でも利用者が尐ないという実

態にも現れているのだろうと思われます。

そういう精神障害者の位置づけのひとつが

欠格条頄に示されています。運転免許であ

るとか、特定の職業に就くことの制限、あ

るいは今はほとんど尐なくなりましたが、

プールや温泉など公共施設の利用等です。

施設の使用注意事頄の中に精神障害のある

人の入場制限があった実態が長くあり、尐
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なくとも１０数年前にはそういう看板が残

っていました。こういった障害者の社会参

加にかかわる制限が法律上残されていた。

あるいは自治体等の条例で残されていたと

いう実態があったわけです。そういったこ

とが今もって私たちの意識の中に、精神障

害のある人は怖いというように意識づけら

れてきた裏付けになっていると思います。    

しかし、実際には刑法上精神障害の犯罪

は極めて尐ないのですが、怖いと思う、そ

の理由のひとつが新聞報道のあり方です。

これは比較的最近の記事ですが、精神障害

を疑われている被疑者の事件についての新

聞各社の報道を見ると、精神疾患と書いて

いる新聞社もありますけれども、興奮した

状態だったとか、意味不明な供述であると

か、何か精神障害を連想させるような表現

があります。そうした報道の表現によって

精神障害者に対する私たちの見方が変わっ

ていかない理由の一つがあると思います。 

さて、こうした精神障害者をとりまく状

況の中、可部のまちのなかで２００６年に

スタートした可笑屋（かわらや）、実際に

はこれをつくるということで、２００３・

４年あたりからですが、ここを舞台にして

取り組んできたことをこれから話してみた

いと思います。 

「可部のまちで笑って暮らせる」という

意味で、可笑屋と名つけました。これから

スライドを見ながら店内の様子をご案内し

ます。玄関から入ったところの喫茶食堂の

店内です。普段こんな感じでいろんな方と

店員がコミュニケーションしています。こ

れは可部のまちづくりという毎年１０月に

行われている行事の様子です。同じ店内に

中二階があって、尐し個室のような雰囲気

で独特なまったりとした感じです。梁とか

空間とかいい感じを醸し出していることが

おわかりと思います。一階に和室がありま

して子供連れのお母さん方が利用されてい

ます。中庭もいろんな人がいろんなものを

持ち込んで来られてこんな風に出来上がっ

ています。時々餅つきをしますが、昔の若

い人たちが元気よく、日ごろ腰が痛いとい

われている人がこのように元気になる瞬間

です。 

２階にもフロア－を設けていてここはほ

ぼ常設の舞台です。コンサートや芝居、い

ろんな研修や会議、会合をしてます。見学

者のこられるときはこんな感じで案内して

います。また、ウイングだけでなく町内の

さまざまな催しや会合、町の行事などいろ

んな団体の方が利用されています。正面か

ら入ったところにはギャラリーがあり、絵

や写真、手作りの品々がたくさん展示して

あります。この写真は可部「町めぐり」の

賑やかな様子です。こういう形で年間を通

じてどこかのグループの展示企画をしても

らっています。喫茶食堂の利用者はほぼ年

間１万人、ギャラリーの見学者はカウント

できないので正確にわかりませんが１万人

を超す方々がここを利用されていると思い

ます。 

このように、可笑屋というのは精神障害

のある方が働くということだけではなく、

地域のさまざまな行事や交流、町内の福祉

情報、コンサートなどのイベントに使って

いただくコミュニティーサロンと称してい

ますけども、地域の敷居の低い公民館とし 

て利用していただいています。 

さて、最初に可笑屋の三つのキーワードと

いうことでご紹介してから見ていきたいと 



 

8 

 

思います。 

ひとつは、障害のある人が働くというこ

とです。特にこだわった珈琲です。美味し

い珈琲を提供しようことで、プロの方の指

導を受けたたうえでコーヒー豆にもこだわ

ってサイホンで入れています。   

２つ目は、古民家を再生したということ

です。可部旧道沿いの古い町屋の一つで、

元々、繭問屋の築１５０年の建物を現状の

まま復活するという、しかもＮＰＯ法人の

精神障害者の支援にかかわるグループが再

生したということで、一つの古民家再生の

モデルにもなると思います。尐し見えにく

いですが、天井の梁とかそのまま使ってい

ます。 

それから３つ目のキーワードとして、住

民の方の交流ということで、町内の主なイ

ベントだけではなく広く使われています。

公民館や役所の公共施設とは違った形で、

予約も要らないし敷居が低く利用ができや

すい場で、ふっと「可笑屋で集まろうや」

といえばすぐそこで会議のテーブルが持た

れるということができています。 

次のスライドが今申し上げたような催し

です。いつもこんなに多いわけではなく、

そうでないときもあるのですが、行事をす

るときはこんな様子です。常設の展示をし

て手芸品とか木工製品であるとか、展示と

あわせて販売も委託されていいます。 

それでは次に屋外に目を向けて、尐し地

域の様子などご紹介します。安佐北区はご

存知のように広島市のいちばん北部にあり、

面積は広島市の４割以上占めている非常に

広い地域で、可部地区と高陽地区に大きく

二つに分かれています。可部地区の中心に

ある旧可部町の人口は８万人から９万人程

度と聞いています。可部は、もともと高松

城という城下町として発展した商業地域と

新しい新興の住民の方たちが、新旧混在す

るような地域性があると思います。この前

皆で話し合った時のことですが、可部の町

でたくさんあるものというと、まずスーパ

ーマーケット、その次に開業の先生、クリ

ニックですね。それから高齢者の介護施設

だと言っておられた方がありましたが、そ

ういう特徴のある地域です。可笑屋はここ

の旧道の折り目という、直角になったにな

ったところから北に５０メーカー上がった

ところにあります。 

では次に、精神障害者の共同作業所を運

営していたＮＰＯ法人が、どうしてこうい

う可笑屋を開設することに至ったかという

ことについてその歴史を尐しお話します。 

一つは、この旧道沿いは国道ができバイ

パスができ、徐々に市の中心地域がこの旧

道沿いではなくなって、人通りも非常に尐

なく、シャッター通りに近くなってきたよ

うな古い地域です。ここをもう一度活性化

したいという街づくりの人たちの想いを受

けていました。このような古い旧道沿なん

ですが、古い町並みを残したまま人々が行

き交うまちですね。そういった地域に再興

したいという「まちづくりの会」というの

があります。一方、私たちにもそういう人

たちの期待も受けて、可笑屋も街道沿いの

その一つの拠点としたいというそういう想

いがありました。 

ウイングは２００３年に法人格を取得し

たのですが、法人格を取った後のウイング

はどういう方向で、これから進んでいくの

かということを利用者、メンバーと呼んで 

いますが、メンバーの人たちといろんな話  
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し合いを持ってきました。 

一つはやはり働きたいというメンバーの

思いです。ウイングは同じ可部町内といっ

ても住宅街のはずれで尐し人通りが尐ない

住宅街にあります。町の人たちがたくさん

行き交うところで食堂喫茶をつくりたい。

どうして食堂喫茶かというと、「お客さん

がいないときはゴロゴロ寝ていられるし、

暇な時には休める。お客さんが来たら働け

ばいい」。という割とイージーなスタート

ですが、そういうメンバーの働き方に対す

る想いで食堂喫茶というアイディアができ

て来ました。 

もう一つはやはり精神障害者のことを知

ってほしいということでした。自分たちが

どんな人生を送っているのか、存在すら知

らない人もあるだろうし、知ってほしいと

いう純粋な思いもありました。話し合いを

重ねて結局「可笑屋」ということになりま

した。可笑屋という一つの場、みんなが集

まる拠点という構想をつくって、その計画

の発信をメンバー自身が担っていくという

プロセスが大切でした。 

自分のいろんな今までの人生を見直し、

精神障害というある種の烙印を押されなが

ら、これからどういうふうに生きてゆくの

か？を考えていきました。ウイングの将来

設計に自分の将来設計を重ねる。ウイング

の将来をみんなと話し合う中で、皆の想い

がここに反映されてきたと思うのです。そ

の過程では、精神科病院入院中のいろんな

エピソードや涙なくしては聴けないような

話、「はじめてみんなに打ち明けるのだけ

どこんなことがあった」と、それぞれの口

から出てきました。みなさんがすべて働き

たいという訳ではないし、グループホーム

をつってほしいという意見もありました。

そういったことを話ながら合意形成を徐々

にしていくわけですが、こうして後で可笑

屋という名前がつく喫茶食堂という一つの

ビジョンが出来上がっていきました。 

しかし、その過程で、資金不足という事

態に直面しまして、募金を集めることにな

りますが、その時の趣意書があります。ひ

とつは、コミュニティーサロ。それから二

つ目は、精神障害者の働く喫茶食堂を開設

するということ。それからもう一つは、地

域にとっていろいろな人が交流しながら、

すべての人がこの町で住み続けることがで

きるようにという「まちづくり」への想い

を中心に謳っておりました。そして、理事

たちを中心に募金活動を展開していくわけ

ですが、この計画を作った当事者であるメ

ンバーの人たちは、計画を実現するために

何もしないのかといえばそうではありませ

ん。 

自分たちの想いを伝えるために人前で話

すのはちょっと苦手だけど、みんなでやる

とできる。あるいはセリフが決められてい

たら、もしかしたらできるかもしれない、

と。ひょうたんから駒のごとく、劇団「ウ

イング」ができました。それ以来、３０数

回公演を打って山口や四国、それから一昨

年は東京まで行きましたが、本当にどさ回

りの一座のようにあちこちに行かせてもら

いました。この経験がそのあとの可笑屋の

活動に結び付いてきたように思います。 

つまり、演劇を観ていただいた人から拍

手をいただいたり、よかったよ、あなたの

想いが伝わったよというそういう経験は、

普段なかなかできるものではありませんし、

演劇という拙いものではあるけども、想い
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が充分伝わって、ここでしっかりお客さん

の想いと合致する。それが拍手となって返

ってくるという経験、この経験がこれから

生きていくうえでの非常に強い力になった

のです。 

従って、今まで家族や関係者が、いろん

なビジョンをつくってきた経緯があります

が、障害を持っている当事者の人たちが自

分の肉声を伝えていくということの大事さ

をひしひしと感じました。障害者はできな

い人たちで、だからサポートしていかなく

てはいけない、と私たちは思こんでしまい

がちなのです。しかしよく考えると、障害

者はこういう機会が与えられてこなかった

のです。最近の言葉で言うと、権限を持た

されていなかった。つまり、職員があらゆ

る権限を独り占めしてしまった結果ではな

いかと反省をしているところです。 

また、働く過程では、「僕は障害者とし

て働いているのではない」。「障害者とい

う枠で自分たちの働いていることを見てほ

しくない」とメンバーさんたちが言われて

いる。それで、では障害者という枠、括り

以外でどのようなことが考えられるのか？

と、私たち職員は考えていくようになるの

ですが、精神障害のある人をどうしても障

害者のくくりの中で見てしまって、できな

いことや至らないことを障害の所為だと見

てしまうのですね。経験の機会が与えられ

てこなかった、あるいは先ほど見たように

法律とか社会の人々の見方などが精神障害

者の生きづらさというものを形づくってい

たということを、私たちはこの経験の中で

学ぶことになりました。 

これは中国新聞に紹介された劇団「ウイ

ング」の記事です。ちなみにこのシナリオ

は、実際の入院中の実体験を綴ったものと

してメンバーの一人が書いたものです。あ

る日突然シナリオができたので読んでほし

いといわれたのですが、私は全く演劇のこ

とはわからなかったのですが、ある劇団関

係者の人に読んでいただいたら、「これは

なかなかおもしろいのでやったらどうか」

と勧められ、これって劇になるのだと。そ

れからです。なかなか舞台に上がるという

ことには躊躇するわけですが、仲間が人前

で堂々と演じているのを見て、「僕にもや

らしてくれ」と手を挙げるメンバーも出て

きます。私も演じている彼らを見て、足が

震える感動を今も覚えています。 

最初はハラハラドキドキして観ていまし

たけれど、そんな心配はいらないのだとい

うことを私たちも学ばせてもらいました。

そのうちアドリブを言い出したりして結構

はじけている姿をみて本当にたくましく、

ずいぶん変わっていくものだと感じていま

した。 

以上が、ソフト面での可笑屋誕生の物語

でしたが、次は可笑屋という建物としての

取り組みについて話を進めていきます。 

開店は２００６年７月ですが、１月に工

事が始まりました。自己資金はありません。

福祉医療機構の助成金が２００万円ついて

大喜びをしたものです。これで喫茶食堂が

オープンできると思ったのですが、写真に

ありますように、右側のほうが今の可笑屋

です。母屋である左の棟が大変老朽化して

いるので、こちらの方の耐震強度を補強し

ないと喫茶のほうも潰れてしまうというこ

とで見積してもらったら１０００万以上の

額になりました。お金が足らないという事

態に直面して、先ほどお話ししましたよう
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に募金活動をしたわけです。４月から８月

にかけての募金活動は、夏場の炎天下で理

事の人たちがチームを組んで、１軒ずつお

宅を訪問させていただいてつぶさにお願い

をしていくというものです。大口の寄付の

方ほとんどありませんでした。あとでお聞

きすると、ほとんどの家には３回ほど行き

ましたよということでした。本当に頭の下

がる思いです。１回目は寄付のお願いに、

２回目にお金をいただいて、そして３回目

にはお礼に行きました、と言っておられま

した。その後、職員やメンバーたちが手分

けをして、募金を下さった方に改めて１軒

ずつお訪ねしてお礼に伺ったのですが、そ

の数の多さにびっくりしました。理事の人

たちの話を聞くと、メンバーの人たちが計

画を立てたその過程に自分たちの願いが込

められているということ、そして演劇とい

うことを通して自分たちが訴えている姿を

見て、住民の方々がこれはどうしても実現

したいといわれたともこと。これまで精神

障害者にかかわりをもっていなかった理事

の人たちとメンバーとのお互いが鼓舞しあ

うような場面だったと思います。 

写真のように、ここはもともと改修前は

こんな感じで、４０年ぐらい随分長い間空

き家の状態でした。中は本当に人が住んで

いるとは思えませんし、私個人的にはこの

話は止めたほうがいいと、ひそかにそうい

う話をしたことがあるのです。しかしみな

さんの勢いは止まることなく改修をしよう

ということで進んでいきました。内側もこ

んなに傷んでいるという状況ですし、もと

もとここら辺りは河原だったようで、石こ

ろが沢山あって、次から次へと出てくるよ

うなところで、たくさんのボランティアの

人に来ていただいて、２００６年の５月の

連休は、忘れもしれないですが、泥まみれ

になって掘り起こした記憶があります。こ

れが中庭を整備しているところです。左側

は地域の拠点にというとで、地域の自治会

のまちづくりの人たちが、自分たちの想い

をこんな形で進めていくんだということを

紹介していただいた新聞記事ですね。１期

工事で、喫茶店をオープンしたのですが、

喫茶店の整備に比較すると母屋の方は改修

前の旧態依然の状況で残っていたので２０

０７年に２期工事に入っています。そして

２００９年に３期工事として屋根と外壁の

改修をしています。 

いろんな助成金も使いましたが、ＮＰＯ

法人になった２００３年に皆さんから募金

をしていただいた時の残金としての自己資

金、コミュニティーサロンの開設募金とい

うことで、千人ぐらいの人に９００万円近

く寄せていただき、そのお金で３期工事を

することができたのです。 

ＮＰＯ法人なので脆弱な財政基盤ですが、

お金がないから人々の力を仰ぐことができ

るのは決して悪いことではないと思わされ

る瞬間でした。３期工事を終えて２階も改

装しました。これが竣工式の様子です。こ

うして３期にわたる工事を経て先程見てい

ただいたような利用の状況に至っているわ

けです。 

可笑屋の３つのキーワードを最初にお話

ししましたが、手前味噌で恐縮ですが、も

う尐し膨らませて魅力についていくつか挙

げてみたいと思います。 

ひとつは、やはりコーヒーがおいしいこ

とです。３期工事で屋根の改修をした時、

１ヶ月ぐらい喫茶店を閉めざるを得なかっ
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たのですが、その間おいしいコーヒーを飲

むところがないので広島市内まで出かけて

喫茶店を探したけれど、やっぱりここのコ

ーヒーがいい、一番おいしいと言ってくだ

さるお客さんがおられました。 

２つ目は接客。無骨そうに見えながらも

メンバーのきめ細かい気遣は、安心してく

つろげる雰囲気をもたらしていますので、

気楽な感じで利用できると思います。 

３つ目は住民の方々が持ち込んでくださ

っている展示物や催し物、そういったもの

が見て楽しいということ。手芸品など沢山

展示してあったりして丁寧に見ますとそれ

らの想いが伝わってくるように思います。 

４つ目は築１５０年の歴史の重み。日本

間がもたらす独特の雰囲気というのは、整

備された設備や雰囲気も決して悪くはあり

ませんが、また別な味わいがあります。 

５つ目は参加意識とサロン。寄付で見て

いただいたように、ここはウイングがつく

った建物というより、自分たちもここの改

修にかかわったというそういう参加意識を

持っていただいている。その意味で何か困

ったことがあれば、そこで話したらなんと

なく解決する、あるいは解決の糸口が話と

して持ち込まれたりしています。そういっ

たような関係をつくることができる場でも

あると思います。 

その様子を概観しますと、年間１万人以

上の来客、町内のサークルの方たちの絵や

写真、書道などの入れ替わりの展示、コン

サート。この度の東日本大震災の復興支援

では全国的にコンサートが開催されていま

すが、広島県では、可笑屋を舞台にしてく

ださいました。１００人近い方がこられて

います。それとうたごえ喫茶。ある年輩の

方にはおわかりだと思いますが、私よりも

っと上の世代ですね。６０代後半から７０

代の方が、月に１回５０人ぐらいこられて、

独特の熟年パワーを発揮されていますが、

電車を乗り継いでくるという方もおられる

くらいです。月２回の例会をされている「可

部カラスの会」。いろんなボランティア活

動とか町内のまちづくりなどの取り組みを

されているユニークな活動です。それから

教室活動というのが最近増えてきて、パソ

コン、陶芸、手芸、絵画、あるいはイラス

トなどの活動をされています。公民館です

と、壁に仕切られた空間の中でそういう活

動をされていますが、可笑屋ですと見てい

ただいたように、サロンであるとか２階の

スペースを使ってしますので、ひょいと訪

ねてこられた方が「楽しそうだねぇ、自分

もやってみたい」と、次回からはそのメン

バーになってくださっています。昨年から

は、地区社協のボランティアバンクが２階

に開設されて週２日活動されています。 

特徴として、地域性とか快適性とか、先

程熊原理事長さんがおっしゃった公共性で

あるとか、様々な特徴を持っているところ

だろうと思っています。そうした活動を通

して次にこの取り組みの意義について考え

てみたいのです。 

ひとつは、公民館的な役割を持ちながら

も非常に敷居が低く関係を作り出す場にな

っていること。コーヒーが飲みたい、一人

で新聞とか、週刊誌を読みたいというそう

いう使い方だけでなく、人との関係をつく

る、そういった楽しみ方をしていただける

ことです。それはいろんなコンサートとか、

依頼にこられる方が最近随分増えているの

ですが、仕切りは全部こちらでやるから、
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会場だけ貸してくれと申し出をされる方が

時々あります。しかし、お客さんたちが新

たな関係を作ることのできないそういうプ

ロモートだけを目的にした利用に関しては

断わりしていますが、趣旨を説明してそう

いう利用の仕方をしていただくようにして

います。 

それから精神障害者の支援をしてきまし

たので、「実は私も精神科の薬を飲んでい

る」という方が来られたり、さまざまな悩

み事も話されたりしています。解決に結び

つくというものではないのですが、自身の

話を受け入れてもらったという関係のなか

で次は普通の住民としてこられて、いろん

な情報やつながりをそこに持ち込んで頂け

るとかというところなのですね。力を入れ

た支援というよりは、本当に普段着の普通

の関係の中でお互いがサポートできる、広

い意味での支援をもたらすことができる、

そういう空間であろうと思います。 

２つ目は尐し大げさな表現ですが、ソー

シャルキャピタルです。社会関係資本、あ

るいは人間関係資本と言われていますが、

ソーシャルキャピタルの高い地域は犯罪が

尐なかったり、出生率が高かったり、失業

率が低かったり、経済活動が活性化したり

と住みやすい地域といわれています。人々

が作り出す信頼関係、あるいは協調関係、

お互いさまの関係というのが地域を住みや

すくするというように理解できます。 

精神障害のある方が働いていることをご

存じの人とそうでない方がいらっしゃると

思いますけど、あえてそういうことを言わ

なくても自然な形でご理解いただける。行

政が行う啓発活動をけなすつもりはありま

せんが、文字とか知識を媒介する啓発も大

事だろうと思います。しかし、日常の関係

を通した関わりの中で自然に変わっていく

仕組みで、理解をつくりだす空間だろうと

思います。それから最後に触れさせてもら

おうと思いますが、地域による地域課題を

解決する拠点になっていく、あるいは地域

の諸団体の結び目になっていくことができ

る、そういう位置づけにも可笑屋はなって

いるのだと思います。 

２０年、３０年前の共同作業所は、あえて

ここが共同作業所ですというのがはばかれ

るような、町の中にありながら実はひっそ

りと看板を掲げざるを得ないといったよう

なことがしばらくの間ありました。そうい

う中から尐しずつバザーに参加し、ボラン

ティアの人に入っていただくという関係を

つくることができてきたように思います。 

つまり、福祉の利用者というより、自分

がコーヒーやカレーを提供する関係、それ

から一つの地域の拠点として人々が集まれ

る関係、集客できる関係、その中でできて

いくお互いの支え合うお互いさまの関係が

生まれてきているという新しいステージが

生まれているように思います。尐しわかり

にくい図になりましたが、当事者の人にと

っては働く場であり、コーヒーや接客をす

る場でありますが、働くということは経済

的な利益を得るということ、自己実現、生

きがいということをもたらすだけでなく、

働くということを通して私たちは人との関

係性、社会との関係性をつくり出すことが

できている。そういう社会や人との関係を

つくることが働くということにあると気づ

かされます。 

従来の作業所は、職員と利用者という関

係しかありませんが、こうした関係性の中
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で生活者として当たり前に働く中で生まれ

る「力」というものは、住民の方も障害の

ある方もお互いにさらに変わっていく関係

を生みだすことに気づかされます。 

こうした想いの中で、私の今日テーマで

ある「福祉からまちづくりへ」のフレーズ

が出来上がってきました。従来の福祉とい

う枠の中で活動するということが、今問い

直されていると思うのです。最終的に落ち

着くところは「まちづくり」ではないかと

思っているのです。 

障害者というくくりではなく、市民であ

り生活者という位置づけをして欲しいとい

うことです。しかし、障害のある人は社会

福祉の利用者というスティグマ、ある種烙

印を引き受けなければいけないところがあ

ります。障害年金や手帳等によって、それ

が活動の源になったり社会参加の手立てに

なったりするわけですが、一方では障害者

という烙印をどこかで引き受けなければな

らないという関係があります。その関係を

地域の共通の課題として考えることはでき

ないかということです。精神障害があれば

障害という生きづらさという課題を一人が

背負うのではなくて、地域の偏見という共

通課題にできないかと考えているのです。 

私も３０年近く精神科のある病院でＭＳ

Ｗ、ＰＳＷという役割を担っていましたが、

あなたの障害、あなたの病気が変わらない

とこの世の中では生きていけないよ、とい

うどこかそういう見方で障害のある方に対

応していた自分に気づくことができます。

あなたが変わらないとこれは解決できない

ということに全てが収れんするような関わ

りをどこかでしてきた反省があります。 

今日では「障害」は、一個人の病気とか

機能障害に帰結するのではなく、社会との

関係の中で捉えるというふうに理解されて

います。社会の側の環境要因としての地域

も変わっていかなくてはならないと考えら

れています。排他的な関係ではなく地域が

包み込むような関係、偏見という見方だけ

でなく、地域は資源であるという関係もつ

くっていきたいと思います。 

今日もこの会場にお見えの方が実はウイ

ングの新しい試みの重要なキーパーソンで

いらっしゃって、いろんな人を紹介してい

ただいたり、いろんな情報も提供していた

だいています。この方は県の職員として対

応されているわけではなくて、地域の一住

民として私たちを支援してくださる、そう

いう方たちとの遭遇というのはやはり地域

に出て、一緒に汗を流す関係の中で生まれ

ると実感しているところです。 

ＮＰＯ法人は、市民の支援と付託を受け

て地域にある課題に取り組みますが、市民

と障害者の関係をＮＰＯの役割を変えるこ

とでまた違った面も出てきます。そうした

市民との協働の取り組みの成果がいくつか

あります。 

募金、コンサート、販売、来客者として

の皆さんのご利用はもちろんですが、ウイ

ングはお菓子工房「エール」というのを持

っています。そのいくつかのお菓子が市民

との協働で生まれていることをお話しさせ

ていただきます。お菓子工房「エール」は、

障害者自立支援法では就労継続支援Ｂ型の

事業所です。十数年民家の２階で細々とお

菓子づくりをしてきましたが、そこは販売

業者さんが見られて首をひねられるような

環境でした。それで、スチームオーブンな
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ど最近の機器を導入し、誇りが持てる環境

の中でお菓子作りをしようということで、

２００９年に新規開設しました。 

代表の製品にシホンケーキがあるのです

が、尐しユニークな「醤油シホンケーキ」

というのがあります。可部の街はお酒とか

醤油とか醸造関係の伝統的な産業がありま

す。そこの醤油屋の社長さんが醤油を使っ

たシポンケーキを作ってほしいと申し出が

あり、従来からどこそこの砂糖など、こだ

わりを持って作ってきたシホンケーキに尐

し醤油を加えたわけです。 

またその下に尐し変わった名前の「天保

銭べー」がありますが、「せんべい」と称

していますが、実は「かりん糖」です。可

部にある「南原屋」。南原峡の由来にもな

った江戸時代から明治に変わるころの豪商

ですが、財政難に陥った広島藩がその南原

屋・木坂文左衛門に贋金を作るよう命令を

して贋金を作ったのですが、それが新政府

になった時露見するのですね。そして捉え

られ獄死したという史実があります。木坂

文左衛門のお墓は可笑屋の近くにあるので

すが、その話を可部カラスの会という市民

グループの人たちが掘り起こして本にされ

て、さらに講談にもなっています。また実

際に贋金を作ってみたりと町のイベントと

してされているのですね。それでお菓子を

作れと言われて、できたのが、この「天保

銭ベー」です。小判の形をしたすこし露骨

な感じですが「おからを使っていて食べる

と非常においしいものです。 

右上が「金亀もみじ」といいます。おか

らを使ったお菓子です。可部の街に福王寺

という真言宗のお寺があるのですが、そこ

が金亀という名前の由来です。地域は亀山

といいますが、こういうものを作って売っ

てほしいという依頼で福王寺さんのおみく

じとお守りを入れて販売をしています。山

陽道の宮島の下りサービスエリアにもあり

ますのでお買い求めください。 

右下が「かべせん」。可部線以北は廃線

になりました。河戸の次の駅まで延伸する

ように運動されてやっと延伸が決まってい

ます。その延伸運動を展開されているとき

何とか応援しようと、こういう新しい製品

「かべせん」を作って販売しています。 

地域いろいろな方々との協働で町の新し

い物語をつくっていく、可部のまちの土産

にもなるし大げさには産業そういったもの

に結び付き、観光にも結び付く役割を担い

ながら地元で活動しております。 

可笑屋の活動に加え、地域の非営利の活

動の横のつながりを持っている「福耳ネッ

ト」という介護・福祉にかかわる非営利活

動を行っている事業所のネットワークをつ

くってきました。さらに発展させて、この

１０月に「やさしさのまちづくり屋台村」

を開催します。「やさしさ」のフレーズは、

福祉や介護で人を支え合おう、という表現

で使っています。介護とか福祉とかまちづ

くり、子育て、大学、環境問題など可部の

町にある様々な団体と横のつながりを持っ

て、それぞれが屋台という形で持っている

情報、魅力を紹介しながら住民に知っても

らう。また可部の町の大きな地図を張って、

人と人とが新たに出会う場、ここにはこん

なサポートがある、ここのコンビニは配達

してくれる、まだ知られていない野菜市が

ある、可部の街の隠れた、知らない情報を
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住民が出し合って地図に落としてみようと

いう企画です。新たに集まったそれらの情

報をもとに、可部の町にこんなものがあっ

たらいいね、こうあってほしいね、という

思いを次の町のビジョン・構想づくりをす

るために皆の考えを出してみようという試

みです。１０月２９日に１５団体に集まっ

ていただいて可笑屋で開きます。私どもが

事務局として準備しているところです。 

福祉とか介護に携わる人はどちらかとい

うと生真面目ですが、まちづくりの人は「は

じけて」おられます。そこに「ちんどん屋

を呼ぼう」とか、「ひょっとこ踊りをしよ

う」など町づくりの方法を導入してくださ

っています。生真面目さと、人を引き付け

るまちづくりのイベントをうまく合体させ

て可部のまちを楽しみながら参加し、新し

い魅力を自分たち自身でつくり出したいの

だと、今提案しているところです。そうい

うものが、地域の人たちの活動の母体にな

りながら、福祉、介護、まちづくり、子育

て、ひきこもり、さまざまな生活課題に直

面している人の課題を地域住民全体で考え

るという、包括的な取り組みができる母体

に変わっていきたいなと、屋台村を通して

展望しているところです。 

今、ウイングが新たに亀山という新しい

ところで拠点づくりを始めています。小さ

な古い民家ですが、可笑屋の活動を見てい

る地域の人たちからここでも同じような活

動をしてほしいという要望をいただきまし

た。８月の終わりにイベントをしてたくさ

んの方に集まっていただきました。絵を描

く遊びやバーベキューをしながら、子ども

さんが絵葉書を作ったり、コーヒーを飲み

ながら話したのですが、こんなことをここ

でしてほしいというアンケートを沢山いた

だきました。地域の人は気楽な寄り合い所、

お茶の間のような気楽な感じで集まれると

ころを希望されていることがよくわかりま

した。スーパーのすぐ近くで、そこへの買

い物客があるいてこられるところです。子

どもから高齢者まで誰でも気楽に集まれる

場で、精神障害のある人が働いてお弁当の

配食ができるようにしたいと計画していま

す。気楽な食堂でありながらお弁当を届け

る。一人暮らしの方も沢山おられます。さ

らに庭の草取りをしてほしい、玄関の手す

りをとりつけたいという高齢者の要望があ

ります。メンバーの中にはそういう取り付

けや工夫を得意としている人がいますので、

草取りができる人、介護製品の木工の工夫

ができる人、それぞれ力を持っている人の

働き口のコーディネートできる場にしよう

という計画です。 

それが地域の独り暮らしを対象にした介

護保険では対応できない、あるいは介護保

険事業所が日々悩んでいる課題への地域貢

献になっていく、併せて障害者の働く場に

なっていく。社会企業、ソーシャルファー

ムと新しい用語で呼ばれていますが、新た

な関係をつくっていきたいわけです。それ

が地域の課題に直面している人々への力に

もなっていくようなことを、将来のウイン

グの展望として考え描いています。 

私たちは可笑屋の時もそうでしたが、お

金があってやっているのではなく、やりだ

してからお金を集めるという独特のやり方

なので、いつも理事さんたちにもう尐しゆ

っくりやろう、といわれています。がしか

し、計画だけはいつもやってしまっていま

す。来年度共同募金の地域課題解決にひと
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つ入れていただいておりますので、ぜひ目

標額を集めていきたいなと思っています。  

可笑屋という新しい試みをしながら私た

ちが後から気づいたことなのですが、地域

を意識しながら、独自に展望できることも

あるし、それ以上に地域というのは障害者

がいることで、変わっていく関係があるこ

とに気づかされてきました。ウイングでは

一般就労は奨励していません。一般企業で

働きたい、お金を稼ぎたいという方を全然

拒否することはありませんけど、最終的に

は一般就労に行きましょう、というように

は働きかけをしてはいません。  

でも備北地域で展開されています就業・

生活支援センターの営みは、たくさんの方

が一般企業に入られて、そこでの職場関係

がより改善されていく、その力が、また地

域を変えていく力になる。将来的のはそう

なっていくのだろうと思います。またそこ

で積極的に働いておられる、今は一人職場

かもわかりませんけれど、職場の人々を変

え、会社を変え、いずれ地域を変える力に

なっていくのだろうことを信じたいと思っ

ています。広島市はなかなかそうしたサー

ビスが届きにくいところで、ウイングも若

干苦戦しているところもありますが、さま

ざまな福祉現場のところに行政が入るとい

うことで、ひとり一人の障害者が就労を実

現させることができる力をつけていくこと

ができるよう見守りながら形作れるよう共

に連携しながら安佐北区のとりくみを続け

ていきたいと思います。 

三次市、庄原市から可部の町を通られる

ことは多いと思います。駐車スペースも多

くなっていますので、旧道沿いの可笑屋に

ぜひ立ち寄っていただけたらと思います。

本日は私の拙い話を最後までご清聴いただ

きましてありがとうございました。（拍手） 

 

※佐々木先生の公開講座は、プロジェクターを使用されて、写真や図表を紹介しながら話

されたものをテープ起こししていますので、わかりにくい部分はご了承ください。 
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シンポジウム後半 

 

司会：それでは、後半のシンポジウムを始

めたいと思います。私はこのシンポジウム

の進行を務めさせていただきます備北圏域

障害者総合就業・生活支援センターの谷口

です。今日はこのように沢山の方にご参加

いただきまし主催者といたしましてお礼申

し上げます。 

前半の公開講座では佐々木先生からとて

も貴重なお話しをお聞きすることが出来ま

した。佐々木先生のお話をお聞きして私が

とても印象深かったのは、ウイング、可笑

屋のこれからの将来像の中に自分自身の生

き方を重ねながら可笑屋をつくってこられ

た多くの障害者の人たちがいること。地域

の人たちも障害を持っておられても、子育

てで悩んでいても、そういった様々な生き

づらさを抱えている人々の課題を地域の課

題として受け止めていこうではないかとい

う生き方を可部のまちでなされてきた。そ

れがおそらく、これまでのいわゆる福祉の

枠ではなくて、新たな公共の場といいます

か、新たな地域づくり、地域を再生してい

くという「まちづくり」へと発展していっ

た。ということです。 

本日のシンポジウムのテーマですが、ご

案                     案内していますように「誰もが働く喜びを 

見つけられるまち」としていまして、私た 

ちの願いが込められているテーマです。 

サブタイトルは「障害者就業支援ネットワ 

ーク構築を足がかりにして」としています。 

 

 

 

 

自立支援協議会という組織がありますが、

そこが要になって力量を発揮していく時で

はないかと思っているわけです。シンポジ

ストの皆さまはそういう想いをくみ取って

いただいてこれからご発言していただきた

いと思います。 

さて、今日のシンポジウムでは壇上に上

がっておられます５名の皆さんにお話しし

ていただきます。充分な時間を取れないの

に欲張ってしまっていますので、尐し窮屈

かと思いますがよろしく御協力のほどお願

いいたします。シンポジストの皆さんです

が、私からはお名前だけご紹介いたします

のでご発言の中でよろしくお願い致します。   

左から、ハローワーク三次の山口さん、

ベジタファームの谷口さん、当事者の富井

さん、庄原市相談支援員の正岡さん、三次

市自立支援ネット就労部会の歌房さんです。

流れですが、シンポジウムに先立って、当

センターの活動状況などご紹介させていた

だいてからご項におひとり１０分発言いた 

だきます。その後１５分ほど会場の皆さん

とのディスカッションを設けます。それを

受けて講師の佐々木先生からコメントをい

ただき、シンポジストの皆さんから最後 

に一言ずつご発言をしていただきます。 

よろしくお願いします。 
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備北圏域障害者総合就業・生活支援センタ

ーの活動報告     支援員 松本由紀 

 

１、設立経過 

障害者就業・生活支援センターは、平成

１４年度から「障害者の雇用と福祉の連携

事業」としてスタートし、全国の障害保健

福祉圏域に１箇所の設置が推進されており、

広島県においても、第２期広島県障害福祉

計画で、７カ所の障害保健福祉圏域すべて

に障害者就業・生活支援センターを設置す

ることが策定されました（平成２１年度広

島労働局雇用施策実施方針参照）。しかし、

尾三圏域、福山・府中圏域、広島中央圏域、

広島圏域、呉圏域の５カ所はすでに設置さ

れていましたが、広島西圏域と備北圏域は

未設置でした。このため広島県では、各事

業所を対象に設置等の意向調査等を実施さ

れていますが、特に備北圏域においては小

規模な事業所が多いため単独法人で国の指

定要件をクリアーすることは困難な状況と

なっていました。しかしその後、障害者の

就労へのニーズの高まりや、買い物難民な

どいわゆる生活弱者の広がりなども視野に

入れて「おたがい様」社会の構築を目指し

ていた優輝福祉会（旧総領福祉会）が発起

者となり、平成２２年４月、６法人１１事

業所が加盟して一般社団法人を立ち上げ、

備北圏域障害者総合就業･生活支援センタ

ーの運営に当たっています。 

２、事業内容 

障害者就業・生活支援センターは、障害

者が働くことを通して安定した地域生活を

送ることが出来るよう関係機関と連携して

支援する役割を担っています。 

具体的には、就業面での支援として次の

３つの役割を担っています。 

（１）就業に関する支援として、 

①就職に向けた相談支援。 

②就職に向けた準備支援（職場実習又は職

業準備訓練のあっせん等）。 

③就職活動の支援（ハローワークへの同行

等）。 

④職場定着に向けた支援（職場訪問による

適応状況の把握等）。 

（２）障害のある方其々の障害特性を踏ま

えた雇用管理についての事業所に対する助

言。 

（３）関係機関との連絡調整。 

生活面での支援としては、 

（１）日常生活・地域生活に関する支援と

して 

①生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等

の日常生活の自己管理に関する助言。 

②住居、年金、余暇活動など地域生活、生

活設計に関する助言。 

③関係機関との連絡調整が挙げられます。 

センターの役割としては、このように生活

上生じてくる様々な課題への支援といえま

すが、この点に関しては、障害者相談支援

事業や就労移行支援事業とも密接にかかわ

っていることから、障害者自立支援協議会

において連携の在り方を協議し、就業支援

ネットワークの構築に向けた取り組みが必

要な課題だと考えています。三次市障害者

支援センターとの関係で既に協議して福祉

就労と一般就労を棲み分けながら連携して

支援しているところです。先ほど経過の中

で説明しましたように、ほとんどの就業・

生活支援センターは、社会福祉法人等ひと

つの法人が委託を受けて運営されています
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が、備北圏域では事業体を超えて一般社団

法人となっています。そういう意味では就

労支援ネットワークをつくりやすく、今後

備北圏域の多くの事業所に参画していただ

くことでセンター機能が有効に発揮できる

のではないかと思っています。 

最後に当センターの今後ですが、現在プレ

センターとして活動していますが、今年の

１２月からは、国の委託を受けて正式な障

害者就業・生活支援センターとして事業展

開をしていく予

定です。 

 

 

 

ハローワーク三次統括職業指導官  山口和正氏 

 

皆さんこんにちは。ハローワーク三次の

山口です、よろしくお願いします。 

今日私の方からは障害者の方が社会に参

加される中で、一般企業で働かれるのも社

会参加のひとつですが、その一般就労につ

いて三次市の現状をお話しします。資料を

説明する前に資料には載せていませんので、

簡単に雇用状況について三次の現状をお話

しします。 

２年ほど前になりますが、リーマンショ

ック以降ハローワークは大変なことになり

ました。全国のハローワークに人があふれ

て仕事がないという状況がありました。し

かし、ここにきて、大分求人が増えてきて

ハローワークに仕事を探しに来られる人の

数が減っている状況があります。三次市の

求人に関しては、ここ１年くらい右肩上が

りで非常に増えています。 

マスコミなどによく出ます「有効求人倍

率」というのがあります。これは求人に対

して、仕事を探しにこられている方のニー

ズを比べた数字ですが、平成２１年５月が 

どん底で０,３８でした。つまり仕事を探し

ている方１００人に対して、３８人分の仕

事しかないということです。これが、今年、

平成２３年７月には、０,８６になっていま

す。１００人に対して８６人分の仕事はあ

るという状況です。ただこの数字は、単に

人数だけ比べていますから、仕事の内容と

か、資格の有無など全く無視していますの

で、それならほとんどの人が就職できるの

ではないかと思われるのですが、そういう

数字になってはいません。一般的にもこう

した数字を使いますので私たちも使ってい

ますが、そうはいいましても、一時期と比

べると、状況はよくなっているということ

ではあります。 

続いて、障害者の雇用はどうなのかとい

うことですが、１０ページの資料です。平

成２２年６月１日現在の三次市内の障害者

の雇用状況を示しています。実は現在法律

で障害者雇用は、民間企業については１，

８％以上障害者を雇用しなさいとされてい

ます。昨年６月１日現在の調査対象企業
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いちばん上にあります３１社が対象企業に

なっています。この数字は尐ないと思われ

ると思いますが、これは雇用保険に加入し

ている１、０２３社のうち、障害者雇用が

義務付けられている従業員５６人以上の企

業を対象ですので、それが３１社だという

数字です。このことは、三次管内にはいわ

ゆる中小零細企業が多いということを示し

ていることになります。この数字は昨年の

６月１日です。毎年６月１日に調査してい

ますので、今年の調査も終わっています。

しかし、まだ集計中ですが三次の数字はあ

る程度出ているのです。これは全国一斉に

厚生労働大臣が発表することになっていま

すので、今日の段階では発表できませんの

で申し訳ありませんが、昨年の数字を使っ

ています。平成２１年から平成２２年にか

けては実雇用率というのがありますが、全

体の雇用率は１、６５％から１、５９％に

下がっています。リーマンショック以降会

社の倒産があったり、リストラ等々があっ

たり、その中には障害者の方も含まれてい

たと思われます。実際の達成企業数も変わ

りませんし、法定雇用率達成企業の割合、

１５社も変わっていない訳です。しかし、

障害者の雇用数は減っています。常用雇用

者の数より障害者の雇用が減ったというこ

とです。今年の数字は言えませんが、昨年

に比べますと、かなり改善はされています。

それは市場が全体に人を雇う方向に来てい

るという傾向がありますので、障害者の方

もそれにつれて上がっています。 

特徴的なことは、今お話ししましたのは

５６人以上の企業のことなのですが、実は

５５人以下の企業での障害者雇用がかなり

あるということです。１０人、２０人とい

う企業が沢山あります。そういうところで

の障害者雇用も現実に進んでいますので、

ここに示された数字が障害者雇用の実態で

はないということをご理解いただきたいと

思います。むしろ５５人以下の企業で働い

ている障害者の方が多いのではないかと感

じています。 

産業別に見ますとやはり製造業が尐し多

いですが、企業数も多いのでこの数字をも

って製造業が雇用しやすいとは言えないか

と思います。リーマンショックの後、円高

ドル安になり、調査に廻ったのですが、今

のところ円高の影響はないという企業ばか

りでした。しかし、これがこの後半年とか、

年末くらいまで続くと影響が出てくるとい

われていますので、この辺りで特に製造業

は打撃を受けるのではないかと心配してい

ます。医療や福祉も障害者の雇用が多い分

野です。医療、福祉、看護、介護の仕事は

慢性的人手不足の状態にあります。全国的

にもそうですが、三次管区においても不足

しています。 

次に１１ページです。三次の状況と広島

県全体の状況と全国の状況を比べたもので

す。厚生労働省、広島県労働局が発表した

のを並べたデータです。数字的には三次は

情けない状況になっています。現在の障害

者雇用の状況ですが今年の状況は大分改善

しています。 

次に障害者の方がハローワークに来られ

て一般企業で働きたいといわれた時どうい

うサービスをするのかということを尐しお

話します。ハローワークは障害者本人、事

業所の両方にたいして２つの支援を受け持

っています。仕事を探しに来られた場合は
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まず、職業相談、どのような仕事がしたい

のか皆さんの希望をお聞きます。勤務形態

や、給料、休日の希望など皆さんかなりい

ろいろの希望がおありだと思います。そう

した条件を聞いたうえで、求人開拓をしま

す。実は、ハローワークに出ている求人で、

障害者はだめだというのはないわけです。

ただ障害者しか応募できないという求人は

若干存在します。三次ではあまりありませ

んが、たまに大企業などでは障害者だけを

対象にした求人があります。通常は会社を

まわって、こういう人がこういう仕事を探

している、というように管内の会社でそう

いう仕事がありそうな会社を廻るわけです。

それで本人の希望と会社の希望を調整する

ことになります。そこでは給料や通勤方法

などの条件をすり合わせながら、会社がど

こまで配慮していただけるのか調整します。

またいつもするわけではありませんが実習

があります。１週間程度賃金の出ない、雇

用ではない形で実習をします。これは必ず

しなければいけないものではなく、会社側

や本人の不安などがあった場合にするわけ

で、実際の仕事をしながら時間帯を変えた

り評価をしたりして仕事が続けられるよう

していきます。その後就職された後定着支

援ということで、会社と本人の双方の話を

聞いて問題があればその都度調整するとい

う仕組みになっています。こうした流れが

ハローワークです。（拍手）

 

農業生産法人㈲ベジタファーム代表取締役  谷口浩一氏

 

庄原市帝釈というとところで花や野菜作

りを中心にした農業をしています。ハウス

や路地での花や野菜作りです。従業員数は

現在３５名から４０名くらいで、結構多く

の人数がいます。野菜栽培の主な部分は水

耕栽培で、今から１９年前、私が２７才の

時会社を起こして始めたのですが、水耕栽

培では県内でも先駆けになると思います。    

しかし、今日のテーマであります障害者

雇用についてですが、実は障害者雇用をし

ていこうとして始めたわけではなく、途中

でもそういうわけでもないのです。ただ、

丁度私の子どもが学校を出て仕事を始める

という年代になった今から５年前、娘と同

級生くらいの子供が仕事はありませんかと

いうことで、庄原の特別支援学校から話を

いただきました。そうした中で私の会社に

来てみませんかということで障害者雇用を

始めています。それから１年経過した中で、

広島県の単県事業として現在は既になくな

っているのですが、当時の藤田雄山知事の

時のハード事業ですが、「ハートフル農園

支援事業」というのが丁度ありました。そ

れを一部導入して、それ以降会社でも障害

者雇用をしてということで進めてきました。

新しい設備等を設置して雇用を増やしてい

ます。現在、精神障害の方が隣接の岡山県

から２名、プレセンターの関係で町内の知

的障害の方に１名来てもらっています。農

業というのは、できる仕事が沢山ありまし

て、新しく企業を持ってきてその企業がす
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るというのではなく、地産地消の考えで、

地元にあるもの、土地や水を利用してどん

どん施設を増やしていって、作らなくなっ

た畑を借りて野菜を作る。またその中にも

いろいろな仕事がありますので、障害者の

方、高齢者の方も多く働いてもらっていま

す。私のところは定年制がないので、７７

歳の方が一番年上、いちばん若い人は昨年

度の庄原実業高校新卒が１９歳でいちばん

若いというように幅広い年齢層の方が働く

職場となっています。 

このように若い方から高齢者まで、地域

の方誰もが仕事をすることができる場所を

ということで、極端に障害者を雇用すると

いうよりは、地域の方がその年齢に応じて

仕事ができるような場所を作っていこうと

いうことが、地域の中で農業を始めた会社

の役目だなと思っています。そうした中で、

私の農地を使いませんかということで、ま

た規模を拡大するという形での農業をして

います。 

それからわたしのところに来てもらって

農業をしてもらうというだけでなく、一部

は東城の東寿園さんにある作業所に作業の

委託ということで、フイルムへのシール貼

り、簡単な選別作業、収穫したものの調整

などをしてもらっています。地域の中でで

きた野菜を地域の中で皆で荷物をして地域

から売って、都会から外貨を稼いでくる会

社であるというつもりで取組んでいます。

今日は障害者雇用ということでしたが、地

域の中でできることは地域の中で仕事をし

てもらうことができることだと考えていま

す。（拍手）

三甲株式会社広島工場従業員      富井英三氏

 

皆さんこんにちは。今日私は障害当事者

としてお話したいと思います。私は現在、

三次市内にある三甲株式会社広島工場でパ

ート社員として働いています。 

作業内容は、コンテナ開封作業とそれに

付随する作業です。この作業は単調な作業

ですが、樹脂パレットの数が１００を超え

る日も有り、結構な運動量になります。作

業場は屋根の下ですが屋外なので、夏は太

陽に熱せられたコンテナが暑く、冬は雪な

どが付きパレットが冷たく寒いです。カッ

ターを使用するのですが、雤や雪がついた

コンテナやカビがぎっしり付いたパレット

も有り、カッターの刃がすぐに錆びて切れ

にくくなり、パレットの中の製品が傷つか

ないよう注意しながら作業しています。こ

の仕事を通して私自身が社会で働くことに

自信をつけることができています。 

この仕事に就くまでは、社会福祉法人備

北福祉会・障害者社会就労センター三次に

約３年５ヵ月、利用者として勤務していま

した。ここでは、口腔ケアグッズと絵馬の

製造・加工を作業として行っていました。

仕事に就く経緯としては、大学生であった

２１歳の時に精神疾患に罹って通院。それ
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から入院退院を経験したのですが何もしな

いぼーっとした生活を数ヶ月くらいしてい

ました。このままではいけない、と考えて

いた２４歳の時に、三次病院の相談員さん

から作業所見学のお誘いがあり、これをき

っかけとして４カ所くらいの作業所を見学

しました。備北福祉会が新しい作業所を開

所するとの情報が入り、社会就労センター

にいく事にしました。作業所はとても軽い

作業で職場の雰囲気も良く、家までの送迎

もありましたので、非常に快適な職場でし

た。三年以上勤められたのはひとえに職員

さんの支えがあったからだと思っています。  

しかし、工賃・給料の額が独りで生活を

していく為には支障がありました。親に、

「いつかオマエは家を出て独り立ちしない

といけないぞ。」といわれていましたので、

もっと給料の良いところにいつか転職する

ことを決意していました。 

作業所に勤めだして三年を過ぎた頃、病

状も安定しそろそろ転職をしようと動き出

した頃、備北圏域のプレセンターが発足し

ました。はじめは、独りでハローワークに

行き職を探していましたが何度も断られま

した。一般正社員を希望し、障害者枠の有

る会社、そして無い会社も受けましたが、

ことごとく断られました。障害者雇用の合

同説明会にも参加しましたが、一つの会社

が１名から若干名の求人であるのに対して、

１３００名以上の方が来られていました。

あまりにも倍率が高いということに圧倒さ

れました。そこで一縷（いちる）の望みを

かけて就業・生活支援センターに登録する

と、すぐに近場の障害者求人情報が得られ、

今勤めている三甲株式会社にめぐり会うこ

とができました。 

仕事を探すとき気にしたことは、自分に

できる仕事内容かどうか。職場の近さ。給

与の高さ。勤務時間が主なものです。はじ

めは正社員を希望していましたが、勤務時

間が長くなればなるほど注意力が散漫にな

り、体力的に厳しいと判断した為、パート

社員も視野に入れました。結果、今の会社

に勤めることになり良かったと思っていま

す。 

障害者の雇用・就職は多くの方のサポー

トなしには行えないのが現状ですが、当事

者自身が積極的に情報を集めないといけな

いと感じています。受動的ではいけないと

思うのです。そして、備北圏域のプレセン

ターができるなど当事者を支援する体制の

整備が進んできているとはいえ、まだまだ、

支援体制が整っていないのが現実で個人で

はどうしようもないことがあるのが現実で

す。 

県北ではジョブコーチなど導入が必要だ

と思います。それにより、就職後の離職率

の低下も期待できるのではと個人的には考

えます。今年３月１１日、大きな地震と津

波、原子力発電所の事故が日本でありまし

た。命について考えることが多々ある現在、

障害者も健常者も生きている喜び、働ける

喜びを体感できるまちに三次・庄原がなっ

て欲しいと切に願います。私も市民の一人

として頑張っていきたいと思っています。

（拍手） 
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庄原市障害者相談支援員        正岡清子氏

 

皆さんこんにちは。 

私は庄原市の社会福祉課の障害者相談支

援員の正岡です。よろしくお願い致します。

庄原市は、就業、生活、年金、サービス利

用など、相談業務を市の直営で実施してい

ますが、私は、平成19年度から障害者相談

支援員として勤めることになりました。平

成21年度から特に発達障害者の支援につい

てのアドバイザーが設置されましたので、

大学の先生ですが、一緒に保育所、小学校

等々の児童生徒さんの支援に当たっていま

す。 

次に就業の定義ですが、就業・生活支援

センターで取り組まれる事業や、一般的に

は、「企業・事業所での常勤」を意味しま

すが、今日のテーマに沿い「喜びを感じる

ことのできる労働」という視点で、障害者

福祉事業所での作業も含めてお話ししたい

と思います。 

３点目は、障害特性による就業の困難性と

いうことですが、日頃感じていることも含

めてお話しします。障害者といっても、身

体、知的、精神、さらには発達障害でその

特性が異なり、さらに障害の程度、当事者

の能力や意欲などによっても支援内容が異

なるため、極めて多様な対応が要請される

ことはいうまでもありません。 

特に精神障害者の場合は「継続」が、知

的障害者の場合は「能力に応じた業務内容」

が懸念され、いずれの場合でも障害に対す

る周囲の理解が必要であり、支援する側に

も「諦めずやり抜く姿勢」が求められます。 

最後に、私が取り組んできました障害者

の就労支援での課題・感想などお話します。 

過去 3年間で、発達障害や身体、知的障害

が原因で「家に引きこもり」外出の機会が 

ほとんどなかった 11名の方の一般就労支

援や福祉就労支援を行っています。 

これらのケースは、家族や民生委員などか

ら相談を受け、本人との面接、関係機関と

の調整を図り、就労に至ったケースが２件、

他のケース９件は全て福祉事業所への通所

を導きました。 

具体的な事例について尐し紹介します。

一般就労・Ａさんですが、知的障害と精神

障害を併せて持たれている方です。Ａさん

は、地元の高等学校を卒業されましたが、

卒業時の進路指導は「就労は難しい。」と

いわれ専門学校で２年間学び就労をめざす

ことになります。しかし、就労先が決まら

ないままに卒業し、自宅で家事の手伝いを

しながら過ごされていました。２０歳にな

ると、国民年金を納付することになり、両

親には生活全般の支援に加え経済的な苦労

をかけることになりました。高等学校、専

門学校卒業時、進路指導担当などから「就

職は難しい。」といわれ、その時は就労を

あきらめていましたが、家族の病気などに

より、生活が不安定になり市役所の社会福

祉課を訪れることになります。「就職支援

セミナー」を受講され障害者職業評価を受

け、２事業所の就業体験を行いました。そ

して、正規雇用を前提に障害者制度を活用

した就労訓練を開始しています。県北では

初めてのジョブコーチ制度を活用、広島か
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ら１名、福山から１名来ていただいて就労

支援を行いました。本人、家族、企業、ハ

ローワーク、社会福祉課で「就労支援ネッ

トワーク会議」を行い「就労」が決まりま

した。その後、休むことなく明るい表情で

仕事をしておられます｡ 

お二人目は福祉的就労に導いた知的障害

のＢさん，Ｃさんです。 Ｂさんは、26歳。

小学校、中学校の時は、クラスの友だちか

らいじめられ学校を休むことが多く、登校

しても個室で過ごすことが多かったようで

す。高等学校は、休みながらも何とか卒業

しその後は自宅で過ごしていました。Ｂさ

んの担当地区の民生委員さんから支援要請

を受け、家庭訪問をしながらＢさんの気持

ちを確かめました。   

長い間「家に引きこもり」、他人に会うこ

とを恐れているＢさんの心の傷は深く、「働

きたい」というＢさんの言葉を引出すまで、

相当の時間を要しています。一緒に生活し

ていた母親が、施設に入所し自宅での生活

が叶わない状況になった事を受入れたＢさ

んは、自立することを望み、作業所通所を

決めることになります。その後、「障害者 

手帳」の取得と、「障害基礎年金」の受給

申請をしています。（関係者による個別支

援会議）現在は、毎日作業所に通所され「作

業所に来てよかった。みんな優しい。」と

穏やかな表情で話され。障害基礎年金の支

給が決定すると、その年金を経済的な糧と

して自立生活を目指しておられます。 

Ｃさんは、１７歳。中学校卒業後、家に

引きこもっているＣさんも、学校でいじめ

られ、ほとんど学校に行っていません。 

民生委員さんから相談を受け、家庭訪問を

してＣさんの将来について話をしたところ

年老いた祖母が生活の支えである事をＣさ

んはよく理解しておられました。 

Ｃさんは、長い間家に引きこもっていたの

で生活習慣がついておらず、社会経験も尐

ない状況でした。作業所の仲間と過ごし、

そこで多くの体験を積み、人の温かみを受

入れる事を願い「作業所通所」を説得しま

した。時間はかかりましたが、祖母、作業

所の指導員、民生委員さんなどの力添えに 

より福祉就労が決まりました。（関係者に

よる個別支援会議） 

現在は、自動車免許取得を目標に漢字の勉

強に懸命で作業所での生活を楽しんでおら 

れます。Ｃさんの今後の生活については、

自動車免許取得を短期目標に、次に高等学

校進学を選択肢の一つにしているところで

す。 

今日は、３名の方の一般就労支援や福祉

就労支援の経過をお話ししました。いずれ

のケースにも共通することですが、障害を

もっている方の「働きたい。」という思い

や願いを、障害のある方がどこに相談した

らよいか、そして、その相談を誰がどの 

ように受止め、どのような支援をするか。

支援しきるか。これが課題だと思います。

障害が重い、親の理解がないなどの理由で、 

障害のある方が就労をあきらめるケースが

あり、支援に苦慮しています。障害のある人

もない人も、「人のために仕事をしたい。」

「社会に貢献したい。」と思う気持ちに変わ

りはありません。この願いが一人でも多くの

方に叶うようにそして、今必要なサービスを

利用して、「自立」と「社会参加」されるよ

うに支援したいと思います。（拍手）  
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三次市障害者自立支援ネットワーク連絡会議就労支援部会 

                   幹事長歌房哲也氏 

 

歌房です、疲労もマックスではないかと

思いますがよろしくお願いします。 

私は、甲奴にある「あらくさ」という所で

働いております。普段は季節労働的な農作

業や弁当配達に出たり、今日などは製品の

販売をしたり、その傍らで施設の事務長を

しています。直接的に現場に入って仕事を

することが非常に尐ないので、やや抽象的

になるかと思います。しかし、今日は長い

名前ですが、三次市のネットワーク連絡会

議の就労支援部会で幹事長を務めさせてい

ただいていますので、その立場でのお話を

させていただこうと思っています。簡単で

すが資料をつけていますので、それに沿っ

てお話します。 

１４ページに三次市の自立支援協議会の

組織図を載せていますので、就労支援部会

がどの位置にいるかをご理解していただけ

るのではないかと思います。三次市の障害

者支援センターを中心に５年くらい前から

取り組んできました。本格的には昨年度か

らですがネットワークとしては今年で２年

目です。昨年度はとりあえず形作りという

ことで、幹事長を決めて活動を始めていま

す。 

部会の活動ですが、これまで、話の中で

は市内の事業所の現状などありましたが、

実際の事業所は見ていないので、事業所を

見学しようということになり、君田から甲

奴まで、約７０ｋｍエリアにある９か所の

事業所の見学ツアーを行いました。また遠

方の広島市や尾道市の事業所も見学して自

分たちは何ができるのかなど検討していま

す。今年２３年度は、より具体的に就労支

援部会として何をするのかを検討、もう尐

し情報を集めるためにアンケート調査をし

ています。お手元の資料におおよその概要

を載せていますが、現状や課題などその数

字から見えてくるものをお話ししたいと思

います。 

三次市では、福祉事業所に通われている

方は、障害が比較的重度で支援度が高い人

が多いことが分かります。作業内容では、

他の市町に比べてパンやクッキーなどの食

品関係は尐なく、内職を中心とした作業が

多くあります。しかし、そうした事業の満

足度を聞くと、今のままではいけないとい

う所が１００％でした。満足しているとこ

ろがないのですね。その理由は利用者への

工賃をもっと高くしたい、そのための仕事

内容を検討していて、今のままではいけな

いと考えていることが分かります。 

改善策の一つは、仕事の斡旋です。自分

たちで仕事を作り出すことは難しいし、企

業からは頂きにくいということで、官公需

を考えている事業所が５割以上あります。 

三次市の障害者福祉計画の中には、２１年

度から入っていて、事業所としては知りな

がらそのままになっていた、ということは

あるのですが、実際事業所の仕事では内職

が多いために物品の買い取りは難しいとも

思われます。 
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次に設備資金です。お金が必要なので補

助してほしいというのが５０％あります。

ここには載せていませんが、実際何をした

らいいのか分からない、どう手を打ったら

いいのか分からないという運営が困難な事

業所もありました。そういう事業所をいか

に三次市全体の問題として取り組んでいく

のかも大きな課題となっています。 

工賃ですが、高いところでは４万５千円

という人もありますが、平均は１万円前後

です。１万円から３万円以下という事業所

がいちばん多いですね。また５千円未満の

所も沢山あります。具体的な工賃目標とし

ては、事業所でいちばん多くもらっている

工賃レベルに上げていくことで、３万円が

一番高ければ、３万円を平均工賃にすると

いう目標です。一般就労に関してですが、

積極的に取り組んでいる所は２８％でした。

アンケートの対象に就業・支援センターも

ありますので、三次市の福祉事業所として

は多くない数字です。その理由は、手帳判

定だけで就労は決められないのですが、利

用者の障害が重度である人が多いというこ

とです。数字的には、余裕がなく対象者が

いないというのが現状です。計画的ではな

いけれど取り組む中で希望があり、力がつ

いてきたら就労を支援しているとの回答も

あります。 

現状と課題についてですが、事業所は利

用者の障害種別を問わず受け入れている現

状があります。身体障害、知的障害、発達

障害、精神障害の人が利用されており、障

害の重い方も軽い方も利用されています。

こうした現状の中においては当然ながら一

人ひとりのニーズに応えることができるよ

うな、いろいろな多種多様な活動の保障が

必要となってきます。 

流れ的には、一般就労か福祉就労かと

いう構図になっているようにも見うけら

れますが、家からまず一歩出ることを最

優先する人も多くおられます。また特別

支援学校卒業後については、一般就労か

福祉就労を選択しなければならないとい

う現状があります。しかし、障害のない

人は短大や大学、あるいは専門学校に進

んだり、しばらくブラブラしていたり、

旅に出るなどの選択肢の中で人生を歩ん

でいくことができます。障害のある方は

このような自分を自覚的に豊かにする活

動を選ぶことができないのではないか、

それはどこが保障していけばいいのかと

いうようなことも話しました。 

同時に障害の重たい方の労働をどのよ

うに考えるのかという問題意識がありま

す。就労できる人については結構積極的

に取り組まれるのですが、障害の重い人

については「生活介護」という言葉があ

りますが、ずっと１日中介護とかレクレ

ーションというわけではないのです。そ

ういう人が沢山おられますので、その人

たちの活動や労働をどのように支援して

いけばいいのかということを、これから

の就労支援部会で話していくことが課題

ではないかと思っています。時間が来ま

したのでこれで終わります。（拍手） 
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会場参加者とのディスカッション 

質問・意見 

 

Ａさん：甲奴町からきました。先日就業・

生活支援センターに相談に行きスタッフの

人と話しました。私は高校を今年出まして

専門学校に行っていました。知的障害のよ

うなものがあります。訓練校では溶接の仕

事を勉強していたのですが、自分に合って

いないと思っていたところ、先生からも「君

にはあっていないのじゃないの？」といわ

れました。それで、広島の職業センターや

ここの就業センターにも行って、自分に合

った職業を探しています。歌房さんが働い

ておられる「あらくさ」には小学校の時に

体験しに行ったことがありまして、今回勧

められ、行ってみたいと思っているのです

が、期間もありますので検討中です。これ

から一生懸命自分に合った仕事を見つけら

れるように頑張っていきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

□昨日ご相談に来られましてお話ししてい

るところです。 

Ｂさん：４３歳になる発達障害の子どもの

父親です。３年前、発達障害、自閉症であ

るということを医師から言われまして、そ

ういう病気だと認識したわけです。その前

は、生まれ最初から３歳児健診とか学校に

入学する時とか言われるのですが、その時

「子どもさんはちょっと知能が遅れている

かな」 

という言い方ではあるのですが、こういう

病気であるということはなかったわけです

ね。それで結局、小学校から大学まで行か

せたのですが、その都度いじめを受けてい

ました。本人は気が強いのか家に帰っても

何にも言わないので、そのまま過ごしたよ

うなことですが、やがて就職しました。  

就職も５か所くらいして辞めたりしまし

た。私も会社の担当者と話したのですが、

「やはりコミュニケーションがとれていな

いのではないかなあ」といわれるくらいの

ことで、何が悪いとかはなかったわけです。

それで、一応会社を辞めていろいろしたの

ですが、最終的には本人は、人嫌い、人と

会いたくないということで、家に引きこも

る、あるいはとにかく人に会いたくないと

いうことで、市内の店などに出ない。遠く

へ行きたいというので、車で一緒に大分遠

くに連れて行くと尐し精神的に安定したか

なと思えるようになりました。その当時病

院に何カ所か行ったのですが、その当時は、

精神的な病気ですね、ストレスがあったの

ですね、というようなことで薬をいただい

ていました。 

そういうことがあって、今は４３歳にな

るのですが、実際、子どもが言うのですが、

なぜ私が小さい頃にどうして発達障害とい

うことを認定してもらえなかったのか？そ

うすれば、私も尐しは変わっているのでは

ないか？仕事もある程度分かっていたので

はないか？と日ごろ常々言うわけです。 

それで私たちは、子どもにどういう風に返

事をしてやればいいのか？昔わかっていな

くて、今はわかっているのだけれども、そ

れはあくまでも今の法律で助けていただい

ている。ということで、何年間も何もない

時期に子どものころにいじめを受けていた

ことの２次障害が非常に大きいと思うので
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す。２次障害をまず取り除くことなく本人

の発達障害とか自閉症を直すのはとても難

しいのではないか？ 普通で考えるより、

そういうブランクのあった人間にたいして

どういうように支援していただけるのか。

今日出ておられる先生方に私がどのように

説明すればいいのか教えていただけません

か？よろしくお願いします。 

 

正岡さん：充分なお答ができないかとは思

いますが・・・。発達障害という障害はこ

こ５・６年前から私たちの耳に入るように

なりました。発達障害者支援法は、平成１

６年に制定されましたけれど、まだまだ皆

さんの中にはこの法律が伝わりきっていな

いというのが現状だと思います。今子ども

さんと一緒に生活されていて、いろいろと

思われることはあると思うのですが、相談

できるところに出向かれて、お話を聞いて、

できることから一歩ずつやっていくという

ことで社会に出ることができるのではと思

います。相談ができる人、支援を受け入れ

ることができる人が一人でも多く傍にいる

環境を親御さんも本人さんもつくっていっ

てほしいと思います。 

 

Ｃさん：私はこの地域ではなく安芸高田市

吉田町に住んでいます。安芸高田市心身障

害児父母の会の会長をしています、中田と

いいます。今日のことを新聞で知りまして

来ています。今日は県の方もおられますの

で、お聞きしたいのですが、安芸高田市に

おいては、この障害者就業・生活支援セン

ターは都市部を始め、尾道、福山、広島、

備北などあります。安芸高田市には自立支

援協議会はありますが、このセンターがで

きた場合、自立支援協議会以外にどういう

メリットがあるのか、またできるのかどう

か教えてください。 

広島県：安芸高田市でのセンターについて

ということでよろしいですかね。広島県で

は、各圏域ごとに障害者の就労支援を考え

ています。広島県の圏域というのは７つあ

りまして、安芸高田市については広島圏域

になります。センターは広島市の横川に設

置されているのですが、そこで全体の障害

者の就労のための相談であるとか、定着で

あることなどをハローワーク、特別支援学

校などと一緒に進めているところです。そ

れで、圏域なのですが、広島についてはか

なり大きいのです。地域単位でそこらをど

のように細かくしていくかについての話も

一方ではあります。従って、国の制度では、

一圏域にひとつになっているので、国の方

にもそういう話をしていくよう考えている

ところです。 

□ハローワークは安芸高田市もカバーして

おられます。センターにつきましては、横

川に育成会がしているセンターがあります。

私たちはそこのスタッフの方との話してい

るのですが、極めて三次に近い方、極めて

広島に近い方につきましては、協議して進

めましょうと。たとえば、三原にみどりの

町というのがあるのですが、世羅の方はど

うなるのか、三次よりに自宅がある方はど

うするのかといったことがあります。具体

的には、協働して支援しています。圏域は

行政的に線を引いていますので、そこは協

議して支援をしているのが現状です。従っ

て、そういうご相談がございましたらどう

ぞ相談していただければすぐ出かけていき

ますのでよろしくお願いします。(谷口) 
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佐々木先生からの総合的なコメントと後半最後のシンポジストの皆さんの発言。 

 

佐々木先生から 

私が言いたかったことは、障害の種別、

程度を問わず、人は働くことができるとい

うことです。今就労に結びつかれていない

方は、支援が足りない、環境要因、社会的

な仕組みの課題だと思います。 

哲学者の内山節（たかし）は 昔のコミ

ュニティーでの仕事は「稼ぎと仕事」とい

うことで分けておられます。地域の共同体

の中での独り暮らしの人であるとか水道設

備であるとか、道路の壊れたところを直す

ことなどは、地域の仕事として当たり前の

ように営まれていた。ただ自分の食いぶち

に関しては、地域の外で賃労働として稼い

でいた。そういう説明をされていましたが、

なるほどと思いました。 

障害のある方が、賃労働に結び付かない

というところですね。でも稼ぎとは違う仕

事をされているということ。地域の中で生

きて日々の生活を営まれていることそのも

のが労働という仕事の質を持っているとい

うことであろうかと思うのです。たまたま

賃労働という経済的な保障にはなっていな

いけれど、それぞれの役割がおありなのだ

と思います。できるだけ賃労働、あるいは、

社会関係が結べるようなその仕組みにサポ

ートがまだまだ足りていないということか

と思いますし、日々の労働として営まれて

いる生活の営みにたいする着目や評価が足

りないのかなと思います。 

そこで自閉症のお父さんからすごく重た

い質問をしてもらいました。若いころに発

達障害者支援法ができていたら、自分の人

生はもっと変わっていたのではないだろう

か？という子どもさんの問いかけに親とし

てどう応えていけばいいのかという重い質

問でした。その言葉の中に、おそらく子ど

もさんの想いもあるでしょうし、お父さん

のこれまでいじめを受けたりしていたけれ

ども何も力になれなかった。ほんとうはそ

うではないと思うのですが、そういう自責

の念を持って子どもさんの想いを受け止め

られたのだと思うのですね。それにたいし

て子どもさんにかえす言葉は私にもありま

せんけれども、お父さんにはここ４０数年

間生きてこられたその営みに付き添われた

ことがすごいことであると思いますし、お

父さん自身の悔しい気持ちはしかし、お父

さんの責任ではないということです。私が

言えることはそのくらいのことですが、 

そういう意味で先ほどの方にお話しをお

聞きしまして、働くことができるのだけど

も、その支援が結び付いていないというと

ころで聞かせていただきました。皆さんの

実践の中で、日々取り組まれていることを

お聞きして改めて感銘を受けています。 

あと一言ずつということですので私から

尐し質問をさせていただこうと思います。 

それにこたえていただく必要はないのです

が、こういうようなことを感じたものがい

るということで聞いていただければと思い

ます。 

まずはハローワークの山口さんの方で、

三次地域は過疎地域で非常に広域で企業も

比較的中小が多いという特性を言われまし

たが、その中で、障害者にたいする雇用の

特徴がありましたら教えていただきたいと
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思います。そこで改めて就労支援の特徴が

どうなっているのかなと思います。 

ベジタファームの谷口さんには私も改め

て気づかされたのですが、障害のある人を

雇っているというよりは、地域の人みんな

でできる仕事をしているというすごい発想

の転換だと思います。どういう風にしてそ

こを切り替えられたのかお聞きしたいです

ね。もともと障害者雇用ということは考え

ず地域での雇用ということを考えられてき

たのか、あるいは、障害のある人と共に働

かれる中で、お気づきになったのか、その

あたりを尐し教えていただけたらと思いま

す。 

それから富井さん。昨年の１２月から仕

事をされているということですが、それま

でいわゆる福祉就労ということで、お仕事

をされてきた。今一般就労のお仕事に就か

れてということです。そこでジョブコーチ

があればもっと離職率も減るのではないか、

障害があっても継続できるのではないかと

いわれています。具体的にはどのようなサ

ポートがあればよかったのかご自身の経験

の中でありましたら一つでも教えていただ

ければと思います。 

庄原市の正岡さんですが、本当にきめ細

かい支援をされている。特にネットワーク

を組みながらされていることはできそうで

なかなかできないことです。それぞれの支

援に携わっているものが一生懸命にやって

いるという事実は変わらないのですが、横

でつながることは本当に難しいことだと思

っています。私も別の形でネットワークを

いろいろ模索しています。その中でどうい

う風にネットワークをつくられたのか一つ

でも二つでもヒントをいただけたらと思い

ます。 

それから歌房さんの取り組みは現場で抱

えていらっしゃる人の切実な思いというの

がよくわかりました。そういう中で日々苦

悩されている様子、想いを伝えていただい

たと思います。いろいろなアンケートを取

られて今から具体的な提言をされていくの

だと思うのですが、ぜひそれを自立支援協

議会という組織的な提言になるのかどうか

よくわからないのですが、今現場で職員の

方が直面している課題というのは地域の課

題でもあると思いますので是非地域の課題

としてまとめていただけたらと思います。

以上が私の感想でありお聞きしたいと思っ

た事柄です。以上です。 

 

□ありがとうございました。長時間お付き

合いいただきまして佐々木先生には本当に

ありがとうございました。それでは時間も

押していますが今のコメントも踏まえたう

えで、５分くらいで皆さんからひとことご

発言をお願い致します。 

 

三次市障害者自立支援ネットワーク 

就労支援部会幹事長  歌房哲也氏 

 

まとめの所なのですが、実は今日私は

２つのミッションを持ってきました。一つ

は失言せずこの会を終えるということと、

もう一つは、各事業所がいろんな商品を持

ってきていただいていますので、今日私も

生シイタケを買いました。２００円で安い

です。焼きたてのパンもありますのでその
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おつりを持って最後はあらくさのクッキー

を買っていただければと思いますのでよろ

しくお願い致します。 

先ほどの佐々木先生のコメントですが、

実はこの部会は始まったばかりで、自立支

援協議会との関係をどういうようにしてい

くかについては、私たちも見えていないと

ころがあります。しかし別々で動くという

ことは非常に効率が悪いわけで、これから

自立支援協議会を中心に強化して行く必要

があるように思っています。 

最後に申したいのは、労働ということが

どういうかたちになっていくのかが非常に

問われていると思うのです。今自殺者３万

人である、市場経済はぐちゃぐちゃになっ

ている、関係ないように見えるかもしれま

せんが、沖縄の基地の問題がありますし、

この度の原発の問題もあります。 

そういうことを考えたときにやはり「労

働の価値とは何だろう？」、「あるべき労

働とは何だろう？」とか考えています。こ

れは哲学的にいえばいろんな言い方はある

と思いますが、私は３つあるように思って

います。 

一つは、働くことはお金を稼ぐことです。

お金を稼ぐことはやはり大切なことだと思

います。お金がないと生活はできません。

収益を得ることで生活を安定させていく、

豊かな生活をしていくことです。 

もう一つは労働を通してその人の人格を

豊かにしていく。佐々木先生のお話にもあ

りましたが自己実現をしていく。尐し表現

を変えますと、自分の存在価値を確認して

いくことにもなるのではと思います。自分

が自分であっていいんだと、思える社会が

やはり必要なのだなあと思います。 

私など単純だから尐しほめられるとすぐ

うれしくなって自分の存在価値があると思

ってしまうのですが、そうではなく、自分

のしていることが世の中にとってどれだけ

意味があるのだろうと考えて、それがかえ

ってきたとき喜びになって、労働の意欲に

もなって生きていく意欲にもなることです

ね。そういう点で労働というのはその人の

人格をより豊かにしていくという意味で非

常に大切なのだと思うのです。 

３つ目が、社会、地域の利益というとこ

ろがあります。利益ということはお金だけ

ではないのですね。 

今日の先生のお話でもありましたように、

もちろん地域を活性化していくということ

もあります。雇用創出など細かいところは

いろいろあると思うのですが、その中で福

祉、医療というのは地域の安心ということ

に変えがたい存在であること。替えること

にはできないと思います。地域に福祉施設

がある、「あらくさ」があると安心だとお

っしゃってくださいます。そういう意味で

地域にとってどれだけ「公益」があるのか

というこの３つがあるということを考えて、

労働ということを考えていかなくてはいけ

ないと思うわけです。 

 

庄原市障害者相談支援員 

 

正岡清子氏 

庄原市は住み慣れた地域で共に支え合い、

自分らしく安心して暮らせるまちづくりを

めざして、市が一丸となって各課が取り組

んでおられるというのを職場にいてひしひ
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しと感じています。その一員として働かせ

ていただいていることに私は誇りを持って

います。 

先ほどお父さんから質問がありましたこ

とにお応えできなかった部分をお答えした

いと思います。障害をもっておられる方の

相談を受けているのですが、これは一日二

日で解決するものではなく、悩みを共有し

時間を共にすごしていく中で光が見えてく

る、というのをこれまで支援してきた中で

思っております。光が見えてくるというの

を私は実感しております。すぐ結論が出な

いけどこの光が見えてくるには支援者が多

いことがその人を生きやすくするというこ

とだと思うのです。 

 ネットワークづくりのことで質問があり

ましたが、障害を持っておられる方の関係

する、支えておられる方のネットワークは

個々によって違います、作業所の職員の方、

民生委員さん、保健医療課、あるいは女性

児童課、社会福祉課、社会福祉協議会等な

どです。その人に関係している方に集まっ

ていただいて個別の支援会議を適宜行って

おり、より客観的な判断で支援のあり方を

共有しています。そして、その方が自立し

て社会に参加されるようにということを願

って会議を進めています。まだ充分ではあ

りませんが誠心誠意支援していきたいと思 

いますのでよろしくお願い致します。 

 

  

三甲株式会社広島工場従業員 

 富井英三氏 

佐々木さんからお尋ねになったジョブコ

ーチはどんなメリットがあるのかというこ

とですが、私は精神の障害を持っています

が、コミュニケーションですね、上司や同

僚とコミュニケーションをすることが私は

そこまで苦ではないのですが、苦である方

もおられると思いますので、その間に立っ

てジョブコーチが彼はこんなことを考えて

いるとか、仕事でこんなことに困っている

んだよ、ということを間に立っていつもで

はなくても月に１回でもあれば半年くらい

でその人が職場になじんでいくことができ

る。最初が一番肝心だと思うので、半年く

らいは寄り添ってくれるジョブコーチさん

がいれば、すぐに職場を離れたり、コミュ

ニケーションが取れなくて離職するという

ことは減るのではないかと思います。 

 

 

農業生産法人（有）ベジタファーム 

  代表取締役 谷口浩一氏 

 

先ほど佐々木先生から質問がありました。

どうしてそのような考えになっていったの

かということです。私は２０歳の時、私の

家が会社をしているわけでもなく、大きな

農業をしているわけでもないのですが、私

一人で農業を始めて、その後会社を大きく
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立ち上げることになりますが、一から会社

をつくり上げてきました。 

そういう中で地域の方には大変お世話に

なりましたし、今になって言えるのですが、

行政の方にもお世話になりました。そうし

た皆さんにお世話になって私はいま４５歳

で、それなりの会社になってきたと思って

います。その経験の中で私にできることは

何かということで進めてきたわけです。 

４年前から障害者の方の雇用を始めてい

ますが、障害者支援に関係して感じている

ことがあります。会社は庄原市東城町にあ

るのですが、非常にネットワークはよくで

きていません。失礼なことを言いました。

しかし表だってはできていると言えばいい

のでしょうが、経験上、非常に縦割り行政

の中でネットワークはできていないと見て

います。実際そうだと思うのですね。 

岡山県に隣接していますので岡山県から

も私の所に精神障害の方が２名来られてい

ます。岡山県には支援ネットがありまして

そこの就業支援センターから大変よく来ら

れて話をされているのです。お互いに連絡

を取りながらやっていくということを３年

前からしているわけです。 

しかし、わが町東城町、そして庄原市は

非常に遅れていると、広島県は特に遅れて

いるなと。「福祉のまち岡山県」と岡山県

の方が来て言われていましたが、確かにそ

の様に感じておりました。今日ここで私が

このようなことを言うのはおかしいかもわ

かりませんが、もう尐し皆さんで連絡を取

りあって、私たち農家として、地元の会社

としてできることはこんなにたくさんある

のです。そうしたら行政の中でその立場で

できることはあるのではないかと思ってい

ます。

 

 

ハローワーク三次   

統括職業指導官山口和正氏 

今日は大変有意義な時間を過ごさせてい

ただきました。私はハローワークでの労働

行政に就きましてすでに３０年を超えまし

た。そのうち２０年を障害者にかかわって

きています。県内は大竹から福山、呉と３

０年いたのですが、県北には今回が初めて

です。 

その中でずっと思っていたことは、ハロ

ーワークで仕事をしている８時半から５時

までの間はフォーローできるのですが、そ

れ以降の時間と土・日・休日などはフォー

ローができなかったわけです。いろいろな

ところで社会福祉協議会の方をはじめいろ

いろな人とネットを組んでそういう所も取

り組んできたのですが、そういう中で障害

者就業・生活支援センターの話が出ました。   

私は三次の前は廿日市にいましたが、そ

こでもプレセンターがスタートしておりま

す。三次に来てみるとまた同じようなかた

ちでセンターができていますので、そうい

う意味では就業生活支援センターには大変

期待をしていますし、連携していかなけれ

ばいけないと思っています。センターも立

ち上がったばかりなので、行政を含めてき

ちっとした支援ができるようにしていかな

くてはいけないと思っています。就職され
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た方の休日なども支援できるようこれから

しっかり連携していきたいと思います。 

先ほど佐々木先生からありました中小零

細企業での障害者雇用の件です。職員とも

話しているのですが、１０人未満の規模の

ほうが就職するのも簡単だし、現実に長続

きしています。それはまず、最高責任者で

ある社長と直接話ができるということです。

社長が現場を完全に把握しているというこ

とで、本人の状況や仕事上のトラブル、あ

るいは周りの人が抱えるトラブルなどすべ

て社長の耳に入るのですね。そうするとハ

ローワークとの連携、レスポンスがいいわ

けです。社長からいろいろ聞いているので

会社に寄った時にすぐ話ができます。 

これが大きい企業ですと、私たちが訪問

すると人事担当がでてこられる。これこれ

と話すと、「それではわかりました上司と

相談しましょう」ということになる。もし

くは本社と検討しましょうという返事にな

るわけですね。これは、私はこうしたいの

だが本社がこういうのでと、逃げやすいの

かもわかりませんが、そういうケースが多

いですね。 

それともう一つは、仮に就職しても人事

担当者は通常現場にはあまり行かないと思

います。現場の状況はわかっていないので

すね。ですから現場の担当者を通じてハロ

ーワークに問題が起こったんだと連絡が来

た時には、もう終始がつかなくなった状況

の時が多いですね。 

もっと言えば本人が退職願を出しました

というようなこともあり、そこで初めてい

ろいろなことがあったことが分かることも

あります。日ごろは大丈夫ですと言ってお

られたのに、ある日突然本人が辞めたので

すと連絡があったケースも実際に経験して

います。 

法律で雇用率がありますので、５６人以

上の企業には障害者を雇ってもらわなけれ

ばいけないのですが、現実にはそれ以下の

企業さんのほうが働きやすいのかなという

感じはしています。 

 

司会 

シンポジストの皆さんには時間厳守にご

協力をいただきましたありがとうございま

した。それぞれのお立場からの現状と課題

を出していただき、また会場の皆さまから

も多くのご意見が寄せられました。 

障害が重いから福祉就労であるとか、健常

者を基準にしてある事柄ができるようにな

らないと一般企業への就労ができないとい

う考え方は、本人の障害とそれに起因して

できないところに焦点化した医療モデルと

いわれています。そうではなく、どうすれ

ば働くことが可能になるのかを本人を取り

巻く環境条件を変化させることによってで

きるようになる。これが障害の社会モデル

といわれている考え方なのです。 

 本日の資料にトピックスとして内閣

府「障害者制度改革推進会議」の総合

福祉部会（部会長=佐藤久雄・日本社会

事業大教授）は８月３０日、障害者自

立支援法に替わる新法「障害者総合福

祉法」（仮称）に関する提言案を了承

しましたという報道記事が入っていま

す。こうした大きな国の動向を踏まえ

ながら、 重要なのは、自分たちが生活し
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ているこのまちを誰もが住みやすい環境に

していくことだと思っています。 

本日のシンポジウムが備北圏域において

障害があってもその人が望む働き方が実現

できて、「誰もが働く喜びを見つけられる

まち」、そういう地域社会への助走になれ

ば幸いです。 

以上でシンポジウムを終了いたします。

皆さん本当にありがとうございました。 

（拍手） 

 


